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COVID-19 関連法令 (十九)

業務上の必要により海外へ出張し、帰国後、規定に基づき国内防疫
ホテルに宿泊した場合、宿泊費・食事代・雑費は出張旅費として計上
することができる
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財政部台北国税局は次の通り説明しています。営利事

業者の従業員が業務上の必要により海外へ出張し、帰

国後、中央流行感染症指揮センターの規定に基づき国

内防疫ホテルでの隔離が必要となった場合、当該隔離

期間は出張日程の一部分に属します。隔離において発

生した宿泊費・食事代・雑費を営利事業者が負担した場

合、営利事業者の業務上の必要により生じた費用とみな

され、営利事業所得税監査準則(以下、監査準則）第74

条の規定に基づき、国内出張旅費として計上することが

できます。 (財政部2022年3月2日付プレスリリース)

国税局は以下の例を挙げて説明しています。A社は、ビ

ジネス上の必要性により従業員を海外出張に派遣し、当

該従業員は帰国後、防疫規定に基づいて国内の防疫旅

館で隔離を受けた。隔離期間の食事代・雑費はNT$8,400、

宿泊費はNT$98,000、合計NT$106,400でした。当該従業

員の隔離期間中、いかなる業務スケジュールも手配して

いませんでしたが、隔離期間は出張の範囲内であるため、

発生した費用は営業に関連すると認められます。よって、

A社が全額負担した関連隔離費用NT$106,400は、国内

出張旅費として計上することができます。

営利事業者は、従業員の海外出張からの帰国後の隔離

費用について、宿泊費はホテル業者から統一発票や領

収書を入手する必要があります。食事代・雑費について

は、日当金額を超えていなければ外部の証憑の提供は

不要です。日当金額を超える場合は、権益を維持し、費

用計上の根拠とするために外部の証憑の提出が必要と

なります。

項目 関連費用及び説明

原因

業務上の必要により帰国後、防疫規定に基づ

き国内防疫ホテルでの隔離が必要となった場

合に発生した費用は営業に係るものと見なされ、

会社がその全額を負担する。(監査準則§74)

証憑(監査準則§74)

出張
旅費

NT$ 106,400
国内出張旅費として申告し、限度額を計算する。限度

額を超過した分は従業員給与に属す。

宿泊費 NT$ 98,000
宿泊費領収書の宛名が営利事業者又は出向者の氏

名であれば、計上が認められる(台財税第37296号)

食事代・
雑費

NT$ 8,400
国内の日当金額に基づき計算する。外部証憑の提供

は不要。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0340051&flno=74
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0340051&flno=74
https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL005755
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